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現 状  

１  医療情報の提供 

○ 都は、病院や診療所な ど に関する 都民への情報提供について 、平成５ 年度

から 電話やフ ァ ク シ ミ リ に よ る 保健医療福祉相談と 医療機関案内を 行っ て

いま す。  

 

○ 平成 1 5 年度から は、 イ ン タ ーネッ ト サイ ト 「 東京都医療機関案内サービ

ス “ひま わり ”」（ 以下「 ひま わり 」 と いう 。） によ る 医療機関の所在地、 診療

科、 医療機能な ど の情報提供を 行っ て き ま し た 。  

 

○ ま た 、 平成 1 7 年６ 月から 薬局に関する 情報を イ ン タ ーネッ ト サイ ト 「 東

京都薬局機能情報提供シ ス テ ム“ｔ －薬局いんふぉ ”」（ 以下「 ｔ －薬局いん

ふぉ 」 と いう 。） によ り 提供し て いま す。  

 

○ 令和４ 年度、 保健医療福祉相談件数は 5 7 ,7 1 9 件、 医療機関案内件数は

5 3 ,2 4 2 件、 “ひま わり ”のア ク セ ス 件数は 1 ,8 0 1 ,2 2 3 件、 “ｔ －薬局いんふ

ぉ ”のア ク セ ス 件数は 2 6 4 ,6 6 3 件で し た 。  

 

○ 都が行っ た「 保健医療に関する 世論調査（ 令和４ 年９ 月調査）」（ 以下「 世

論調査」 と いう 。） によ る と 、 保健・ 医療情報の入手方法は、 イ ン タ ーネッ

ト が 5 5 .3 ％、 Ｓ Ｎ Ｓ が 2 0 .3 ％で 、 いずれも 前回調査（ 平成 2 8 年度） に比

べ、 1 0 ポイ ン ト 以上増加し た 一方、 テ レ ビ は 7 2 .3 ％、 新聞は 2 8 .2 ％と 、

と も に前回から ６ ポイ ン ト 低下し て いま す。  

 

○ 医療機関を 受診する 際の情報の入手先や相談窓口、 医療に 関する 情報を

得る 公的な 情報源と し て 、 “ひま わり ”を 知っ て いる 割合は 1 4 .1 ％で し た 。  

 

○ こ れま で 、 “ひま わり ”で 行っ て き た 医療法に基づく 医療機能情報の、 “ｔ

－薬局いんふぉ ”で 行っ て き た 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全

性の確保等に関する 法律（ 昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号） に基づく 薬局機能情

第１ 節 都民の視点に立っ た医療情報の提供・ 都民の理解促進 

○ 医療機関や薬局の機能やサービスについて分かりやすく情報提供し、都

民の適切な医療サービスの選択を支援します。 

○ 都民が安心して医療サービスを受けることができるよう、医療制度や医

療に関する情報について、都民の理解を促進する取組を推進します。 

参考資料７
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報について は、 令和６ 年度から「 医療情報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ

ス テ ム）」 で 提供し て いき ま す。  

 

２  医療制度や医療情報に関する 普及啓発 

○ 「 世論調査」 によ る と 、 保健医療に関し て 得た 情報が自分にと っ て 足り て

いる と の回答は 5 8 .2 ％で 、 必要だ と 思う 保健や医療に関する 情報は、「 病気

の症状や予防・ 治療」、「 ど こ にど のよ う な 医療機関がある か」、「 休日・ 夜間

の診療体制や救急医療機関」、「 健康保険や医療費の制度」 の順と な っ て いま

す。  

  

○ 都は、 “知っ て 安心 暮ら し の中の医療情報ナビ ”（ 以下「 医療情報ナビ 」

と いう 。） によ り 、 都民（ 患者・ 家族等） に対し 、 医療に関する 制度や基本

的知識を 分かり やすく 説明する と と も に 、 Ｗｅ ｂ サイ ト “東京都こ ど も 医療

ガ イ ド ”（ 以下「 こ ど も 医療ガ イ ド 」 と いう 。） によ り 、 子供の病気やケ ガの

対処法や子育て の情報な ど を 提供し て いま す。  

 

○ 医療に関する 情報を 得る た めの公的な 情報源と し て 、“医療情報ナビ ”を 知

っ て いる と 回答し た 都民は 2 .9 ％（ 利用し た こ と がある ： 0 .5 ％）、 “こ ど も

医療ガ イ ド ”で は 1 .6 % （ 利用し た こ と がある ： 0 .8 % ） と な っ て いま す（「 世

論調査」）。  

 

○ 都民の医療情報への理解を 促進する た めには、 都民（ 患者・ 家族等） に医

療情報の理解を 促す機会のある 行政機関や医療提供施設な ど の医療・ 福祉

関係職員が、 適時適切に都民への説明・ 助言を 行う 必要がある こ と から 、 都

は医療・ 福祉関係職員向けの医療情報に関する 研修を 実施し て いま す。  

 

○ ま た 、 住民に 身近な 区市町村や地区医師会が開催する 健診や健康講座等

の際に、 都民が医療制度への理解を 深め、 医療従事者と 信頼関係の下、 適切

な 受療行動がと れる よ う な 学習機会を 提供する た めの支援を 行っ て いま す。 

 

○ 国は、令和３ 年 1 0 月に本格的な 運用が開始さ れた マ イ ナン バーカ ード の

健康保険証利用や、令和５ 年１ 月に運用開始さ れた 電子処方せん、現在構築

中の全国医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ームな ど 、 新た な 制度や医療Ｄ Ｘ の取組を

進めて いま す。  

 

○ ま た 、新型コ ロ ナの感染拡大を 契機と し た オン ラ イ ン 診療の普及、紹介状

を 持っ た 患者への診療に重点を 置いた 紹介受診重点医療機関の公表な ど 、

医療機関の役割分担の明確化を 促す取組も 進んで いま す。    
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課題と 取組の方向性  

＜＜課課題題１１＞＞都都民民のの医医療療情情報報等等のの適適切切なな選選択択  

○ 都民が病気や症状に 応じ た 適切な 医療サービ ス を 選択で き る よ う 、 医療

機関や薬局等に 関する 情報を 分かり やすく 情報提供する と と も に、 都民が

必要と する 情報に円滑にア ク セ ス で き る こ と が必要で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜課課題題２２＞＞医医療療制制度度ななどどにに関関すするる都都民民のの理理解解  

○ 都民が、医療に関する 情報を 正し く 理解し 、安心し て 医療サービ ス を 受け

る こ と がで き る よ う 、 医療の仕組み等に 関する 普及啓発を 図る こ と が必要

で す。  
 

 

（（取取組組１１））適適切切なな医医療療機機関関のの選選択択をを支支援援すするるたためめにに必必要要なな情情報報提提供供のの充充実実    

○ 「 医療情報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ ス テ ム）」 や電話等によ る 保

健医療福祉相談な ど を 通じ て 、 都民が求める 医療機関や薬局な ど に関する

情報を 分かり やすく 提供し ま す。  

 

○ 都民が「 医療情報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ ス テ ム）」 や電話等に

よ る 保健医療福祉相談にス ムーズにア ク セ ス し 、 必要と する 情報を 得ら れ

る よ う 、 認知度や利用率の向上に向けた 広報に取り 組みま す。  

（（取取組組２２））医医療療のの仕仕組組みみ等等にに対対すするる普普及及啓啓発発  

○ “医療情報ナビ ”や“こ ど も 医療ガ イ ド ”等に、 オン ラ イ ン 診療、 電子処方

箋、 マ イ ナン バーカ ード の健康保険証利用や全国医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ー

ムな ど の新た な 情報も 適宜反映し 、 都民に対し て 、 医療の仕組みや医療に

関する 基礎的な 知識等を 分かり やすく 情報提供し ま す。  

 

○ 医療提供施設相互間の機能分担や連携の重要性、 適切な 医療機関の受

診、 在宅療養、 看取り 等に関する 都民の理解を 促進する た め、 都民に身近

な 区市町村や医師会等と 連携し な がら 、 効果的な 普及啓発を 実施し ま す。  

 

○ 行政機関や医療機関等の職員を 対象と し た 研修会を 開催し 、 患者・ 家族

等から の相談に応じ 、 適切な 医療につな げる こ と ので き る 人材を 養成し ま

す。  
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「  医療情報ネッ ト （ 全国統一的な情報提供システム）  」  

 

○ 医療法に基づく 医療機能情報提供制度（ 医療情報ネッ ト ） は、 こ れま で 各

都道府県が個別に検索サイ ト 等を 構築・ 運用し 、 都において は、 医療機関案

内サービ ス “ひま わり ”によ り 情報提供を 実施し て き ま し た 。  

 

○ 国は、 全国の医療機関を 検索可能にする な ど 、 利便性の向上を 図る た め、

各都道府県の医療情報ネ ッ ト と 医療機能情報のデータ を 集約し た 「 医療情

報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ ス テ ム）」 を 構築し 、 令和６ 年度から 運

用を 開始し て いま す。  

 

○ 「 医療情報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ ス テ ム）」 において も 、 こ れ

ま で “ひま わり ”が提供し て き た 都独自の情報項目、「 キーワード 」 や「 急い

で（ 診療科目と 場所から ）」、「 じ っ く り （ 設備や対応な ど から ）」 な ど のさ ま

ざ ま な 検索方法、ページ の音声読み上げや多言語翻訳対応、検索結果の２ パ

タ ーン 表示（ リ ス ト 表示と 地図表示） な ど の機能が提供さ れて いま す。  

 

○ ま た 、こ れま で 東京都薬局機能情報提供シ ス テ ム“ｔ －薬局いんふぉ ”で 実

施し て き た 薬局のサービ ス 内容等に つい て の情報提供に ついて も 、 令和６

年度から 、「 医療情報ネッ ト （ 全国統一的な 情報提供シ ス テ ム）」 で 行われて

いま す。  
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あ 1 

い 2 

 
1  かかりつけ医：本冊子では、公益社団法人日本医師会ホームページを参考に解説していま

す。 

2 かかりつけ歯科医：本冊子では、「東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」」（東京都保健医

療局）を参考に解説しています。 

「 知っ て 安心 暮ら し の医療情報ナビ ・ 東京都こ ど も 医療ガイ ド 」  

＜知っ て 安心 暮ら し の中の医療情報ナビ ＞ 

○ 医療機関へのかかり 方、 かかり つけ医 1・ かかり つけ歯科医 2 の役割、 入院す

る 際の手続き や医療費の内容、 医療機能の分担、 退院後の療養生活など、 医療

に関する 制度や基礎的知識を 学べる 、 都民への普及啓発用の冊子です。  

○ 「 大人編」「 こ ど も の発熱編」「 高齢者の骨折編（ マ ン ガ ・ 中高生向け）」

の 3 種類を 作成し 、 入院から 退院後ま で のさ ま ざ ま な 場面を 示し 、 関連す

る 医療制度や手続き な ど について 、 簡潔に分かり やすく 解説し て いま す。  

 

○ こ れら の冊子を 、東京都のホ ームページ に記載する と と も に、地域や関係

機関等に おける 活用を 進める こ と に よ り 、 都民の医療情報への理解促進を

目指し ま す。  

＜東京都こ ど も 医療ガ イ ド ＞ 

○ 乳幼児の保護者等に、子供の病気や発熱・ 怪我の際の症状や対応等につい

て 、緊急時の対応の参考と な る よ う 、普段から 目を 通し て も ら う こ と を 目的

と し た ウ ェ ブ サイ ト で す。 主に ０ 歳から 小学生程度ま で の子供に関する ①

症状別、 病気別の基礎知識、 ②事故や怪我の対処法、 ③子育て 情報について

記載し て いま す。  

 


